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　あけましておめでとうございます。令和 4年の年頭に当たり、会員をはじめ、関係の皆様方に、謹んで新年

のご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様には、昨年中は、本会の運営並びに農業農村整備の推進につきまして、格別のご高配を賜り、誠

にありがとうございました。本年もより一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　昨年の出来事を振り返りますと、一昨年に引き続き新型コロナウイルスに振り回された一年でございました。

一年延期となっておりました第 43回全国土地改良大会群馬大会がオンラインで開催されるなど、各種行事が

影響を受けていることから、コロナが収束し、今まで通りの実施ができることを願っております。

　本会の動向につきましては、近年多発する災害、また、令和 2 年 10 月に施行された「防災重点農業用ため

池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」を受けて、事業対応できる体制を整える必要から、令和 3年

4月に「ため池保全管理サポートセンター」を本会の事務局規程を改正し、新たに設置しました。センターでは、

ため池パトロールにおいて適正な管理方法等の助言や、ため池劣化診断において劣化によるため池の決壊の危

険性を評価しているところでございます。

　また、昨年 11月に土地改良区、県土連に従事する女性 50名が会員となって、「ぎふ水土里ネット女性の会」

の設立総会を行いました。水土里ネット女性の会は全国各地で設立されており、岐阜県は 47都道府県の丁度

中間にあたる、全国 24番目となりました。農水省からは、女性活躍のために女性理事の積極的な登用等が求

められており、女性の会としても女性ならではの目線や発想を生かし、様々な活動を行っていただき、女性の

ネットワークで農業・農村に新風を吹き込んでいただくことを、大いに期待しております。

　次に農業農村整備の状況でございますが、昨年 3月 23 日に策定された土地改良長期計画では、生産基盤の

強化による農業の成長産業化、農業農村の強靭化等の政策課題に取り組むこととされており、これらの政策課

題に対して真摯に取り組んでまいりたいと考えております。

　また、国の農業農村整備事業関係予算の概算決定状況でありますが、令和 4年度当初予算は、4,468 億円、

これに令和 3年度補正予算として「防災・減災、国土強靭化のための 5か年加速化対策」、「TPP 等対策」と「米

の臨時特別対策」を加えて、総額で令和 3年度と同額の 6,300 億円となりました。今回の概算決定での拡充内

容は、農地中間管理機構関連農地整備事業において、従来の工種の区画整理等に、用水施設や排水施設、農道、

暗渠排水等の工種が追加、また、土地改良施設維持管理適正化事業においては、従来の修繕・補修に加え、防災・

減災機能の強化等を図るため、「防災減災機能強化等対策」の新設等でございます。農業農村整備関係予算に

つきましては、引き続き全国の土地改良団体と連携し、闘う土地改良を旗印に関係機関に強く要請してまいり

たいと考えております。

　結びになりましたが、農業農村整備事業の円滑な事業推進に向けて、会員の皆様方の付託に応えて参る所存

でございますので、引き続き、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

　会員皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

年頭のご挨拶
岐阜県土地改良事業団体連合会

会　長　　藤　原　　勉
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　あけましておめでとうございます。

　会員の皆様方におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

また、日頃から本県の農業行政とりわけ農業農村整備の推進につきまして、格別のご理解とご尽力を賜り厚く

お礼申し上げます。

　昨年は、変異株が猛威を振るった新型コロナウイルス感染症に対して、県民の生命と暮らしを守るべく「オー

ル岐阜」で取り組んだ一年となりました。

そ　うした中、「アフターコロナ社会」、コロナの先にある「新しい日常」を見据え、行政に限らず、あらゆる

分野においてデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を推進するため、「オール岐阜」で議論・検討する「第

３の県政策総点検」を実施するとともに、「岐阜県ＤＸ推進計画」の策定に向けた検討を進めているところです。

「誰一人取り残されないデジタル社会」の実現に向け、本年も「オール岐阜」体制で取り組んでまいりますので、

引き続きのお力添えをお願い申し上げます。

　さて、農業従事者の減少や耕作放棄地の増加、激甚化する自然災害の常態化など、農業・農村を取り巻く環

境は厳しい状況にあります。こうした課題に対応するため、県では、昨年３月に、県農政の指針である「ぎふ

農業・農村基本計画」を策定しました。農業農村整備の分野においても、農業競争力の強化に向けた農地の大

区画化、水田の汎用化、農業水利施設の整備・更新や、農業・農村の強靭化に向けた農業用ため池の防災・減

災対策などを推進することとしております。

　これら農業農村整備の効果は、施設が適正に管理されてこそ発揮されるものですが、組合員の高齢化や減少

などにより、施設管理を担う土地改良区の運営体制の弱体化が懸念されています。そのため、土地改良区の体

制強化や事務の効率化に向け、平成３０年に土地改良法が改正され、准組合員制度の導入や総代会制度の見直

し、貸借対照表の作成の義務化などが規定されたところです。

　県としましても、県土連と連携し、施設点検に係るオンラインシステムの導入や、ドローン・ロボットを活

用した農業用水路などの点検の実証、遠隔で監視・操作できる自動給水装置、用水ゲートなどの整備を行うなど、

施設管理の省力化・効率化に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。

　今後も厳しい県財政ではありますが、基本計画の基本理念である『「清流の国ぎふ」の未来を支える農業・

農村づくり～安全・安心で魅力あふれる「食」と「ふるさと」を目指して～』の実現には、これらを下支えす

る農業農村整備の推進が不可欠であります。県としましても、地域のご期待にしっかりと応えられるよう、全

力で取り組んでまいりますので、会員の皆様方には、地域のけん引役として、引き続きお力添えをいただきま

すようお願い申し上げます。

　最後になりましたが、皆様方の一層のご活躍とご健勝を心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせてい

ただきます。

新年のご挨拶
岐阜県知事　　古田　肇
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　令和四年の年頭に当たり、土地改良に携わる全国の皆様に、謹んで新年のご祝詞を申し上げます。

  新型コロナウイルスの感染が世界各国で拡大する中で、新しい年を迎えることとなりました。我が国では、

ワクチン接種が進み感染者数は減少しているものの、世界的には変異株の感染が拡大し予断を許さない状況が

続いております。

  皆様には、感染防止のためにできることを今一度ご確認いただき、コロナ禍を共に乗り越えて頂きたいと願っ

ております。

  さて、昨年 3月に新たな土地改良長期計画が策定され、3つの政策課題に取り組むこととされました。生産

基盤の強化による農業の成長産業化、多様な人が住み続けられる農村の振興、農業・農村の強靭化といった政

策課題に対して具体の施策が定められ、中でもスマート農業実装の加速化、ため池の防災対策の集中的かつ計

画的な推進、流域治水の推進は、今後の農業農村整備を進める上で大事な要素となってくるものです。

  令和 4年度予算につきましては、これらの政策課題の解決に向け、農業農村整備の着実な推進を求める全国

の皆様からの熱意ある要請活動により、政府予算案において、4,468 億円を確保することができました。この

結果、令和 3年度の補正予算を含めると 6,300 億円となります。

　皆さまの活動に深く敬意を表しますと共に、心から御礼を申し上げます。

  一方、第 5次男女共同参画基本計画に続き土地改良長期計画においても土地改良区等の女性理事登用が成果

目標とされたところであり、我々、土地改良団体においても将来の組織体制強化のためにも、女性参画を進め

ていかなければなりません。

　私たち土地改良に携わる者としましては、政府の動きと軌を一にして、これまで培ってきた技術と蓄積され

た経験を活用し、「闘う土地改良」を活動の基本におき農業農村の振興に積極的に貢献していくことが重要で

あると考えております。また、農業農村の維持、発展に大きく貢献していることについて広く国民の皆様にア

ピールし、共感を得ていく努力も必要であります。皆様と一体となって取り組み、所期の成果が得られますよ

う引き続き奮闘して参りたいと思います。

  また、土地改良の代表として進藤金日子参議院議員と宮崎雅夫参議院議員が元気に全国を飛び回り、まさに「車

の両輪」となって活躍されています。本年は進藤さんの２回目の闘いとなりますが、今後は、進藤さん、宮崎

さんの活動と連携して、更に一層「闘う土地改良」の浸透が図られるよう念じております。

　最後になりますが、輝かしい年の初めに当たり、本年も皆様各々の地域において更に農業農村が活力を得て、

一層発展しますようご期待申し上げますとともに、新型コロナウイルスの不安が払拭され、本年が全国の皆様

にとってよき年であり、日々健やかに過ごされますようご祈念申し上げまして、私の新年のご挨拶といたしま

す。

新年にあたって
全国土地改良事業団体連合会

会　長　　二　階　俊　博
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　新年、明けましておめでとうございます。旧年中は、岐阜県の皆様には大変お世話になり感謝申し上げます。

本年も何卒宜しくお願い致します。

　私も皆様にご支援をいただき国政に送り出していただいてから、早５年半が過ぎました。土地改良予算の動

向を報告し、私なりの政治スタイルを再確認しながら次のステップを展望してみたいと思います。

　昨年末には、令和３年度補正予算が臨時国会において可決、成立しました。土地改良予算は、総額 1,832 億

円（TPP 等対策：774 億円、米対策：46 億円、国土強靭化５か年加速化対策：1,012 億円）です。令和４年

度当初予算政府原案での土地改良予算は 4,468 億円（令和４年度からデジタル庁計上となる政府情報システム

予算を含む。）であり、令和４年度の予算額は補正と当初を合わせて 6,300 億円となり、本年度と同水準の予

算が確保できる見通しとなりました。

　主な事業制度の新規・拡充事項としては、○農家負担がゼロの「農地中間管理機構関連農地整備事業」の工

種に農業水利施設や農道、暗渠排水等を追加（現在は区画整理と農地造成のみ）、○「農地耕作条件改善事業」

の助成対象に除草機器を追加、○省エネ化・再エネ利用に取り組む「かんがい排水事業」の事業費要件や末端

要件を緩和、○「農地耕作条件改善事業」等の助成対象に田んぼダム導入に係る調整活動や畦畔補強等を追加、

○「土地改良施設維持管理適正化事業」に「防災減災機能等強化対策」（防災・減災機能の強化、施設管理の

省エネ・再エネ利用や省力化を図るための施設整備）を新設（国費率を従来の３０％から５０％に嵩上げ）、

○「土地改良区体制強化事業」の助成対象に小規模土地改良区の業務再編を追加することなどが挙げられます。

　私は、これまで全国津々浦々を訪問し、現場の実情を視て、現場の声を聴いて、それらを国政の場に届け、

課題解決の実現に努めて参りました。私自身、現場目線、国民目線での政治こそが、いま強く求められている

と痛感しています。こうした活動が事業制度の新規・拡充要求に繋ながっているものと確信しています。岐阜

県内にも度々訪問し、色々なご指摘や多くの要請をいただきました。こうした現場の声を真摯にお聴きし、改

善できるものはすぐに改善し、事業制度の新規・拡充に繋げる必要があるものは次年度の予算要求に反映でき

るように更に努力して参ります。

　全国各地の農業・農村は多様であり、それ故に各種要請の内容も多様です。引き続き同志の宮崎雅夫議員と

力を合わせ、必要な予算の確保とともに、現場の課題解決に直結する制度構築等に全力で取り組んで参ります。

今後とも、これまでの政治スタイルとスタンスを変えることなく、泥臭く鈍重でも、急峻な斜面を一歩一歩踏

み締めて前進する牛のように精進し、現場が抱えている課題を一つでも多く解決できるように結果を出して参

る所存です。　　

　皆様からお預かりした参議院議員の任期も残すところ７か月余りとなりましたが、まずは貴重な任期を一日

たりとも無駄にすることなく政治活動に全力投球して参ります。そして、次のステップに進むためには改選と

いう高くて厚い壁を超えなければなりません。私自身、この壁の突破に専心努力して参る覚悟ですので、皆様

の引き続きのご指導とご支援を心からお願い申し上げます。皆様の益々のご健勝とご活躍を心からお祈りいた

しております。

新年のご挨拶
都道府県水土里ネット会長会議顧問

参議院議員　　進藤　金日子
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　岐阜県土地改良事業団体連合会会員各位ならびに関係の皆様に謹んで新年のお慶びを申し上げます。旧年中

は多大なるご支援とご指導を賜り衷心より感謝申し上げます。

　昨年 10月に発足した岸田内閣ならびに 11月発足の第二次岸田内閣において、農林水産大臣政務官を拝命

いたしました。これも偏に岐阜県の皆様ならびに、進藤金日子参議院議員はじめ先輩国会議員のご指導とご支

援によるものであり、本年も新たな気持ちで現場主義に徹しつつ皆様のご意見をお伺いしながら一層努力して

参る所存ですので、引き続きご指導くださいますようお願いいたします。

　さて、ここ２年に亘って農林水産業はじめ各方面に影響を及ぼしてきた新型コロナウイルス感染症は、国民

の皆様のご協力により、昨秋以降の新規感染者数は低位に推移していますが、新たな変異株による感染拡大も

懸念される昨今の状況からは決して油断することはできません。

　経済安全保障の重要性が叫ばれる中、食料の多くを輸入に頼る我が国にとって食料安全保障の確立は極めて

重要であり、そのためには我が国の農林水産業の持続的発展が不可欠です。

　こうした中、昨年末には、皆様のご協力により令和４年度当初予算案が閣議決定されるとともに、臨時国会

において令和３年度第１次補正予算が成立し、農業農村整備事業関連予算として合計 6,300 億円を確保するこ

とができました。

　令和 4年度当初予算案においては、前年度の当初予算を上回る 4,468 億円を確保し、農地の大区画等の推進、

水利施設・ため池等の老朽化対策や流域治水などを推進することとしています。また、令和3年度補正予算では、

TPP 対策や防災・減災、国土強靱化対策の加速化に必要な 1,832 億円が計上されており、全国の皆様のご要望

にしっかりとお応えできる規模となっています。

　また、これから国会で議論される令和４年度当初予算案に関連して、土地改良法の改正を検討することとし

ており、主な事項としては、これまで地震対策を対象としていた、ため池等の急施の防災事業に豪雨対策を追

加すること、農地中間管理機構関連農地整備事業の対象工種に農業用水路等を追加すること、市町村や土地改

良区による防災対策事業の機動的実施のため、土地改良事業団体連合会による技術的支援等を可能とすること、

また、組織の維持が困難となった小規模土地改良区について、法人格を維持しながら認可地縁団体等に移行で

きる手続きを規定することなどが予定されています。予算と制度が車の両輪となって土地改良が円滑に実施さ

れ効果が確実に発現できるよう、引き続き進藤金日子議員とともに頑張って参る所存です。

　これからも皆様とともに土地改良を着実に推進するため、大切なもう一つの車の両輪である、進藤金日子議

員と一緒に国政で取り組んで行けるよう、岐阜県の皆様に格段のご支援をお願い申し上げます。

　結びに、本年が皆様お一人おひとりとご家族にとって素晴らしい一年となりますよう祈念申し上げまして、

新年の挨拶とさせていただきます。

本年もよろしくお願いいたします。

年頭のご挨拶
都道府県水土里ネット会長会議顧問

参議院議員　　宮崎　雅夫
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「第 43回全国土地改良大会群馬大会」
オンライン開催

　令和 3年 10 月 6 日に群馬県において、第 43 回全国土地

改良大会群馬大会が開催されました。群馬県における全国土

地改良大会の開催は初となります。今回は新型コロナウイル

ス感染症を受けて、1年延期した上でオンラインでの開催と

なり、リアルタイムでの YouTube 配信となりました。本大会

は新しい時代の土地改良へ向け進んでいくことを目的として

開催されました。

開会挨拶 ( 熊川会長 )

全土連会長表彰 ( 木野輪之内町長 )

　長年土地改良事業に対して功績のあった方を表彰する土地

改良事業功績者表彰で、岐阜県においては本会理事の木野輪

之内町長が全国土地改良事業団体連合会会長表彰の栄誉を賜

りました。大会終了後に、本会藤原会長から表彰状と記念品

の授与を行いました。

主催者挨拶 ※オンライン
( 二階会長 )

大会引継ぎ ※オンライン
( 知念水土里ネット沖縄専務理事 )

　今大会のテーマは「鶴舞う形　群馬の大地　水土里の未来

へ　ここから羽ばたいて」です。開会にあたり水土里ネット

群馬の熊川会長は「群馬大会は 1年延期し新たな方式 ( オン

ライン ) での開催となる」と、また主催者の全国水土里ネッ

ト二階会長は「農家の方々が期待のもてる環境づくりのため

一致団結して闘っていく」と挨拶されました。

　今大会はオンライン開催であることから、現在大会旗があ

る群馬県と全国水土里ネット、水土里ネット沖縄をオンライ

ンで繋ぎ、大会旗の代わりとなる目録を受け渡す形で引き継

ぎが行われました。水土里ネット沖縄 古謝会長から「全国の

土地改良関係者の皆様に喜んでもらえるような大会にしてい

きたい」と挨拶がありました。なお、来年度の沖縄大会は令

和 4年 11 月 22 日 ( 火 ) に沖縄アリーナにて開催することに

決定しました。
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農業農村整備の集い・要請活動

二階会長　挨拶

　11月 16 日 ( 水 ) に金子原二郎農林水産大臣ほか多数の来賓ご出席のもと、砂

防会館別館「シェーンバッハ・サボー」( 東京都 ) にて、農業農村整備の集いが

開催されました。主催者として、二階俊博全国水土里ネット会長は「本年度から

本格的に進めている土地改良での男女共同参画は土地改良団体の活性化のために

も取り組んでいただくようお願いしたい。来年度の土地改良予算を地元の要望に

応える規模で確保できるよう、しっかり活動を展開していくことが重要である。」

と挨拶され、金子農林水産大臣をはじめとする来賓祝辞では予算確保に全力で取

り組む旨を述べられました。その後、要請書の朗読が行われ、全会一致で採択し

ました。

　なお、同日午後に議員会館において、本会独自の要請活動を県選出国会議員に対して実施しました。
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女性の会設立総会開催

　令和 3年 11 月 9日 ( 火 )、岐阜市の都ホテル岐阜長良川において「ぎふ水土
里ネット女性の会」設立総会が開催され、県内土地改良区、本会の女性職員合わ
せて会員 50名のうち 41名が出席しました。
　この会は水土里ネットに携わる女性相互の親睦と交流を深めることにより資質
の向上を図り、農業農村整備の推進と農業・農村の活性化に寄与することを目的
とし、全国で 24番目に設立されたものです。
　はじめに発起人の本会藤原勉会長が「女性ならでは目線や発想を生かし農業農
村に新風を吹き込んでいただきたい」と挨拶しました。また、来賓として進藤金
日子全国水土里ネット会長会議顧問と全国水土里ネット土地改良広報センターの
牧千瑞所長をお迎えし祝辞を賜りました。

集合写真

　議事として会則の承認と役員の選任について諮
り、いずれも全会一致で承認されました。会長に
は各務用水土地改良区 波能寿子事務局長が選出さ
れました。
　その後、全国水土里ネットの牧所長より「土地
改良分野における男女共同参画の最近のうごき」
としてご自身の豊富な経験を踏まえ女性が能力を
発揮できる環境整備等について、また、進藤顧問
より「農業・農村における女性の活躍」として日
本の農業全体の状況とともに農業農村における現
在の女性の活躍について、それぞれご講演いただ
きました。
　最後に、本日立ち上げた女性の会を今後有効に
活用し、交流が増え女性の活躍の場が少しでも増
えることを願っております。

講演 ( 牧 所長 )

波能 女性の会会長

講演 ( 進藤 顧問 )
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令和 4年度　国の農業農村整備事業
関係予算概算決定の概要

　令和4年度国の農業農村整備事業関係予算が概算決定されました。令和4年度当初予算は4,468億円、「防災・

減災、国土強靭化のための 5か年加速化対策」は 1,012 億円、TPP 等対策は 774 億円、さらに、米の臨時特

別対策の 46億円を計上し、これらの総額は令和 3年度と同額の 6,300 億円となりました。
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貸借対照表作成のイロハ
<複式簿記の導入について>

　複式簿記の移行に向けた準備について
　土地改良法の改正により令和 4年度から貸借対照表の作成が義務付けられ、一部の例外を除き全ての土地改
良区において複式簿記の導入が必要となりました。複式簿記導入に向けた準備は順調でしょうか。4月から複
式簿記を開始するためには、3月中に規程類の改正、勘定科目の検討を実施する必要があります。今一度次の
内容をご確認いただき、準備に不安がある土地改良区は、本会会計指導担当までご相談ください。

　①特別会計を廃止し、一般会計に一本化するための見直し
　(1) 積立金規程等の見直し ( 特別会計等の文言を削除します )
　(2) 規程類の承認 ( 理事会にて承認 )

　②会計細則の見直し
　(1) 複式簿記に対応した会計細則の見直し ( 変更点が多い場合白紙改正をお勧めします )
　(2) 会計細則の承認 ( 総会にて承認 )

　③勘定科目の検討
　(1) 収支予算書に使用する科目の検討 ( 原則として会計基準の科目例に基づく )
　(2) 正味財産増減計算書と貸借対照表に使用する科目の検討
　(3) 収支予算書の科目と正味財産増減計算書の科目について関連付けを検討

　収支計算書と貸借対照表の関係について
　従来の土地改良区会計では収支計算書のみを作成しましたが、複式簿記導入後は従来の収支計算書と貸借対
照表の 2種類を同時に作成する必要があります。1つの取引に対して 2種類の書類を作成することから「一取
引二仕訳」ともいいます。初年度は従来の収支予算書の作成に加えて、「開始貸借対照表」という令和 4年 4
月 1日時点の貸借対照表の作成が必要となります。

　開始貸借対照表の作成について
　①財産目録から開始貸借対照表を作成する際の注意事項　
　まずは、令和 4年 3月 31日時点での財産目録を作成し、その情報を元に開始貸借対照表を作成します。従
来の財産目録から開始貸借対照表を作成する際、処理が必要なものがありますので、特に次の内容に注意して
ください。

種類 移行に係る処理が必要とされる場合
(1) 減価償却資産の期首残高の算定 減価償資産について減価償却費を計上していない場合

(2) 基本財産と特定資産の期首残高の算定

定款及び規約において基本財産を設定している場合

特定の目的のために資産を保有している場合

( 土地改良施設及び積立金等 )
(3) 指定正味財産及び一般正味財産の期首残高の算定 開始貸借対照表を作成する全ての場合
(4) 有価証券の期首残高の算定 有価証券を保有している場合

(5) 流動資産から固定資産、流動負債から固定負債

会計期間の移行により、勘定区分の移行が必要となる

※現金化されるまでに 1年以上を要する場合は、固定

資産となります ( 負債も同様 )
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　②開始貸借対照表における前事業年度の出納整理期間の取扱い　
　複式簿記に移行した 4年度の４月 1日から５月 31日までに行われた取引のうち、3年度の収支予算書に位
置付けられた取引については、前年度の取引に係るものとして開始貸借対照表に含めるものとしますが、4年
度の収支予算書に位置付けられた取引については、開始貸借対照表に含めないものとします。出納整理期間を
考慮した開始貸借対照表作成の流れは次の通りとなります。

①出納整理期間に行われた取引が反映されていない財産目録
　単式簿記で作成された令和 3年度末日時点の財産目録の作成
②出納整理期間に行われた令和 3年度に係る取引の抜き出し
　令和 3年度の収入・支出に関する取引全てを令和 3年度の取引として処理
③出納整理期間に行われた取引を反映させた財産目録
　令和 4年 5月 31日 ( 出納閉鎖日 ) までに処理された収入・支出に関する取引全てを反映させた
　財産目録を作成
④開始貸借対照表への反映
　③で作成した財産目録の残高を令和 3年度末 ( 令和 4年 3月 31日 ) の残高とみなして
　開始貸借対照表を作成　→　開始貸借対照表の日付は令和 4年 4月 1日付となる

　正味財産の計算方法について
①資産に計上した金額の内訳を、負債と正味財産に分類する。
②正味財産を一般正味財産と指定正味財産に分類する。
　通常は所有土地改良施設の内、補助金が充当された分が指定正味財産となります。次の表を参考に計算して
いただき、会計ソフト等へ入力を行います。お手元に表がない場合は、会計指導担当にお問い合わせください。

一般正味財産の金額
一般正味財産と
指定正味財産の合計

※補助金分 ( 指定正味財産 )
期末残高 <全体 >(400,000) －土地改良区負担分 (200,000)

= 期末残高 <指定正味財産 >(200,000)
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土地改良区巡り
<可児土地改良区>

可児土地改良区の概要
所 在 地　可児市広見 1-5
受益面積　174.2ha　　　　組合員数　856 人
主な表彰　1981 年度　全国土地改良功労者表彰　金章

顔戸頭首工

松野斜樋管理棟

受益地区域図

可児土地改良区　事務所風景

地区の概要
　本地区は、盆地状の地形の一角にあり、木曽川や可児川沿いに平地が
広がっています。一方水利状況は、かんがい用水の水源を可児川に求め、
低地の湿原地帯は天水及びため池掛かりとして作付けしていました。本
土地改良区は、愛知用水事業が開始された昭和 31年（1956 年）11月
に設立され、事業完了後は木曽川の水も幹線水路から利用しています。

水稲づくりの夢
　戦前、この地域には農家の二、三男が入植し、山林を開墾していまし
たが、田畑は砂礫の地盤で水持ちが悪く、日照りと干ばつに苦しめられ
ました。眼下を流れる木曽川から水を取り、水稲を作りたいという農民
の夢を実現するため、見渡田開墾幹線開さく事業が昭和 15年（1940 年）
に着手されました。戦争の影響により工事の中止を余儀なくされました
が、戦後復興の中で愛知用水の計画が持ち上がりました。

愛知用水事業
　本事業は、岐阜県から名古屋市東方の平野及びこれに続く知多半島一
帯に農業用水、水道用水、工業用水を供給するほか発電を含めた事業
で、我が国初の大規模総合開発事業として昭和 30年（1955 年）度か
ら 36年（1961 年）度にかけて愛知用水公団が実施したものです。こ
の用水路計画は見渡田開墾幹線開さく事業とほとんど同じであるため、
可児地域を含めて事業が実施されることとなりました。この事業では水
源である長野県の牧尾貯水池や松野池、顔戸頭首工等のほか、幹線水路
約 112km、支線水路約 1,012kmが建設されました。本土地改良区は松
野池と松野池放流水を取水する顔戸頭首工及び可児・川合・今渡の 3支
線水路を中心に管理を行っています。また、愛知用水関連事業として畑
地を主体に約 187ha の土地改良事業を行い、昭和 35年（1960 年）度
以降は、水田を中心に一般団体営事業 63.4ha、非補助融資事業 11.8ha、
農業構造改善事業（基盤整備）140.6ha の各種土地改良事業を行いまし
た。

水の利用と防災
　可児川流域では度々水害に見舞われていたことから、上流にため池を
建設し洪水調整とかんがい期の水不足に活用する事業（可児川防災施設
事業）が計画されました。この事業の一環で愛知用水事業の補助ため池
も兼ねた松野池が、岐阜県と愛知用水公団の共同施設として昭和 36年
6月に完成し、可児川防災等ため池組合と共同で管理しています。そし
て令和 2年 5月に締結した木曽川水系治水協定に基づき、基準を超える
降雨が予測される場合には事前に放流を行い、洪水調節容量を確保する
ことで、流域の治水に大きな役割を担っています。
( 参考文献 )
可児土地改良区 2006『可児土地改良区 50周年記念誌』
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「会計指導員が行う土地改良区の指導監査」

　平成 31年 4月 1日施行の改正土地改良法により、土地改良区は令和 5年 4月 1日以降最初に開催される通常総
会終了時までに、原則として員外監事を選任又は会計指導員が行う指導監査等を受ける必要があります。
　本会では、員外監事の選任が難しい又は運営上のリスク洗い出しのために外部監査を希望する土地改良区に向け
て積極的に指導監査を実施いたします。
　なお、指導監査の円滑な実施のため、会計指導員が行う土地改良区の指導監査に関する実施規程を制定しました。
指導監査に関する内容のお問合せ、お見積もり等は総務課指導監査担当までお気軽にご連絡ください。

[ 指導監査実施までの流れ ]
①指導監査に関する協議申請書を本会へ提出 ( 令和 4年度に監査を実施する場合、令和 4年 3月末までに申請 )
②指導監査リスク細目、実施時期等の協議
③ 5月頃の管理運営体制強化委員会で指導監査の年間計画を承認
④指導監査に関する契約の締結

お知らせ

　土地改良事業に関する苦情・紛争対策（問い合わせ：換地指導課、ストックマネジメントセンター）
　本会では、土地改良に関する定期相談を原則、毎月第 3水曜日に行っていますので、ご希望があれば事前に相談
依頼書を換地指導課又は、ストックマネジメントセンターまでご提出ください。

　「岐阜県農地・水・環境保全推進協議会　第 14 回通常総会」（問い合わせ：総務課）
と　き : 令和 4年 3月 7日 ( 月 )　午前 11時より　( 新型コロナの状況により書面議決となる場合があります )
ところ : OKB ふれあい会館　3階　中会議室（岐阜市薮田南 5丁目 14番 53号）

　「第 63 回本会通常総会」（問い合わせ：総務課）
と　き : 令和 4年 3月 7日 ( 月 )　午後 1時 30分より
ところ : OKB ふれあい会館　3階　大会議室（岐阜市薮田南 5丁目 14番 53号）

　土地改良区代表者変更届け（お願い）（問い合わせ：総務課）
　役員改選等により代表者が変更となった場合は、総務課宛に代表者変更届けを提出してください。

　新型コロナウイルス感染防止対策（お願い）（問い合わせ：総務課）
　新型コロナウイルス感染防止のため、本会では執務スペースの区切り及び不急のご訪問自粛等を実施しておりま
す。お手数をおかけいたしますが、職員にご用の際は玄関にて手指消毒をしていただいた後、3階総務課へお越し
いただきますよう感染防止に御協力をお願いいたします。なお、体調不良の方は入館をご遠慮ください。また、現
在ご案内中の各種行事につきましても新型コロナウイルスの状況により中止又は延期となる場合があります。

　非補助農業基盤整備資金融資について（問い合わせ：換地指導課、ストックマネジメントセンター）
　土地改良区が、国から補助を受けずに施設の補修・更新等の事業に取り組む場合、日本政策金融公庫が長期・低
利で融資します。また、下記についても融資対象となります。
( 発電施設の設置費用）
◆発電施設（小水力発電・太陽光発電）の設置費用は、融資対象となります。
◆発電施設を設置し、その発電収入を土地改良施設の維持管理費に充てることにより、土地改良区の負担軽減に寄与します。
（複式簿記のシステム導入費用）
◆発電事業会計に必要となる複式簿記会計システムの導入費用は、融資対象となります。
◆システム導入を契機とする周辺機器（パソコン、プリンター、コピー機、ファックス等）の更新も融資対象です。



水土里ネットぎふだより 第 197 号

岐阜県土地改良事業団体連合会
〒500-8385 岐阜市下奈良 2丁目 13番 1号

発　行

水土里ネットぎふ 検索

あとがき
　読者の皆さんに興味をもって読んでいただけるような誌面を目指してい

ますが、目標とするレベルには中々到達できていません。書き物は日々修

行するのみと思っていますので、より良い誌面のためにご意見がありまし

たら、ぜひ編集担当までお寄せください。

寒さ厳しい仕事部屋より


